
島崎・浜町ウォーターフロントエリア活性化(民間資金等を活用した事業化などに係る)方針を固めていくにあたって

【１：島崎・浜町ウォーターフロントエリアにおける「活性化(民間資金等を活用した事業化などに係る)検討」に係る経過】

＜Ｃ・Ｄエリア＞

【宮津まちづくり会議からの報告書(H27.11)】
浜町エリアを中心市街地活性化の「核となるエリア」
に位置づけた上で、地域振興拠点の規模(売り場面積
800㎡～1,000㎡)や立地場所等を提案するとともに、
市に「地域振興拠点の整備に向けた公共用地(再開発
用地、公園)での立地における実現可能性の調査・検
討」や「公共施設(公園、図書館など)の充実・改善に
向けた方針の整理」を依頼されたもの。

◆民間商業施設内に市の福祉・教育総合
プラザ(図書館、子育て支援施設等)を
整備 〔H29.11〕

◆道の駅と連動したホテル
(フェアフィールド・
バイ・マリオット
京都天橋立)オープン

〔R2.12〕

◆市が廃止した施設
跡地への回転寿司
店(金ぱ銀ぱ)
オープン 〔R6.3〕

◆道の駅整備に連動した公園
の再整備(芝生公園化、多
目的広場）〔H29～30年度〕

＜Ａ・Ｂエリア＞

◆道の駅の地域振興拠点の
飲食物等販売所(おさかな
キッチンみやづ)オープン

〔H29.8〕

◆道の駅駐車場と連動した
パーク＆クルーズの実施

【市の公共施設再編方針書(R2.9策定)】
休止中の宮津会館の機能を残す方策として、
「みやづ歴史の館」や廃止した旧図書館の
施設などの「市所有地」について、民間資
金等の活用を目指し、民間企業の意向把握
（サウンディング調査等）を実施していく。
※令和７年度までのフェーズ１において

令和２年度から５年度にかけて行った
「民間意向に基づく事業化の可能性調査」

◆令和２・３年度
サウンディング調査：４回実施、延べ16社と対話
⇒「民間資金等の活用について一定の可能性があること」は把握できたが、音楽ホール
の新たな民間整備は困難(都市部との競争、採算性など)との結果から、文化ホールは
宮津会館の機能代替として継続使用する方針に

◆令和４年度
島崎ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄｴﾘｱ民間開発事業可能性調査：63社へヒアリング
⇒「立地条件の良い道の駅等までエリアを拡大することで可能性が高まる」との評価

◆令和５年度
島崎・浜町ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄｴﾘｱ民間資金等活用事業可能性調査：123社へヒアリング
⇒ヒアリング結果等から、各エリア毎の評価(事業化の可能性)と活性化(民間資金等を
活用した事業化にあたって)の方向性が一定把握できた

浜町エリア(Ｄエリア)では、宮津まちづくり会議からの報告書(H27.11)を受け、市が「(道の駅の)地域振興拠点の整備」「公共施設(公園、図書館など)
の充実・改善」を進めてきたところ、それに連動した「民間事業者の投資・活動」についても一定進んできているところ。
こうした中で、市の遊休施設が増えてきた島崎エリア(Ａ・Ｂ・Ｃエリア)についても、「民間資金等を活用した活性化ができないか」と民間意向を把握

してきたところ。（民間意向を把握していく中で、島崎・浜町エリアの「事業化の可能性」や「活性化の方向性」が見えてきたところ。）

◆休止中の宮津会館と旧図書館施設

◆築24年目を迎える
みやづ歴史の館

◆旧前尾記念文庫施設を都市部人材
等との交流施設にリノベーション

〔R4.5オープン〕
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＜島崎・浜町
ウォーターフロントエリア周辺の概要＞

宮津駅

宮津天橋立IC方面

宮津市役所
●

約460ｍ
徒歩約6分

宮津郵便局
● ●
宮津税務署

宮津警察署
●

●
茶六別館

●
清輝楼

（登録有形文化財）

●
フェアフィールド
バイ・マリオット
京都天橋立

旧三上家住宅
（重要文化財）

●

●
今林家住宅

（登録有形文化財）

●
茶六本館

（登録有形文化財）

歴史ある商業地エリア
●

旧袋屋醤油店

道の駅
海の京都宮津

●

天橋立方面

●
ミップル
（商業施設）

●
宮津桟橋
観光船のりば

●
マクドナルド

A-1B
C-1

A-2
D

●
前尾記念クロスワークセンターMIYAZU
（ワーケーションや都市と地域の交流拠点）

●
回転寿司
金ぱ銀ぱ

●
カトリック宮津教会
聖ヨハネ天主堂
（重要文化財）

C-2

島崎・浜町ウォーターフロントエリア
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＜島崎・浜町ウォーターフロントエリアにおける各エリアと関連施設＞

A-1
B

C

A-2D

Aエリア
①宮津会館（休館中） RC造3階建延床面積： 2,534㎡
②旧ふれあい交流館（閉館、一時使用中）木造平屋建延床面積： 191㎡
③旧図書館（閉館、空き屋） RC造2階建延床面積： 534㎡
④旧労働会館（閉館、空き屋） RC造2階建（一部3階）延床面積： 560㎡

Bエリア
⑤みやづ歴史の館 SRC造6階建延床面積 4,044.3㎡

Cエリア
⑥多目的広場
⑦テニスコート
⑧旧ゲートボール場
⑨芝生広場

Dエリア
⑩観光案内所木造平屋建 194㎡
⑪飲食物等販売所（おさかなキッチンみやづ）LGS造平屋建 197㎡
⑫農産物等直売所（宮津まごころ市）S造平屋建 195㎡
⑬屋外駐車場（普通車61台、大型車7台）
※⑩～⑬が道の駅施設
⑭立体駐車場（約400台） S造5階建 9,479㎡

①

②

④

③

⑥

⑦

⑧
⑨

⑫
⑬

⑩

⑭

⑤

⑪
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4島崎・浜町ウォーターフロントエリア民間資金等活用事業可能性調査〔ヒアリング結果〕 

 

◆ヒアリング期間 令和５年５月 10日～令和６年１月 10 日 

◆ヒアリング方法 受託コンサルタントによる面談、電話、メール等 

◆ヒアリング項目 興味度・可能性、参入するための条件等、民間収益事業での事業提案、想定される開

発規模・用途等 

◆ヒアリング前に想定した市のエリア活性化方針とヒアリング先の業種 

ｴﾘｱ 市の活性化方針（ヒアリング前の想定） ヒアリング先の業種 

A 

未利用公的不動産を現状有姿で売却又は定期借地（解体費用は

市負担）することで、C・D エリアからの賑わいを波及する観光集

客施設や、生活利便性を活かした移住定住に資する施設を誘致。 

主にホテル・レジャー、

不動産・建築、福祉施設、

アウトドア・レジャー、 

B 

文化ホールは市民文化施設として維持。その他の中央公民館や

歴史資料館部分について、建物賃貸借等により民間収益施設を誘

致。A エリア又は C・D エリアと親和性の高い施設など。 

主に施設運営管理 

C･D 

道の駅は、国道の通行量も多く、立地条件は非常に良いことか

ら、更なる集客に向けた、道の駅の活性化や拡張など。 

島崎公園は、「P-PFI 制度」や「設置管理許可制度」の活用によ

る集客施設の誘致。 

C・Dエリアの連携した事業運営で、新たな賑わいの創出。 

主に施設運営管理、飲食 

 

◆ヒアリング結果〔興味度・可能性に関する集計〕 

【エリア別】 

 A ｴﾘｱ B ｴﾘｱ C･D ｴﾘｱ 合計 

◎出店意向あり - - 3 3 

○前向き検討 - - 1 1 

△可能性あり 3 - 1 4 

▲可能性低い 9 2 8 19 

×可能性なし 66 - 30 96 

合計 78 2 43 123 

【業種別】 

 
ホテル 

レジャー 

不動産 

・建築 

福祉 

施設 

アウトドア 

レジャー 

施設運営

管理 
飲食 その他 合計 

◎出店意向あり - - - - 3 - - 3 

○前向き検討 - - - - 1 - - 1 

△可能性あり 1 1 - - - 1 1 4 

▲可能性低い 4 2 - 3 2 8 - 19 

×可能性なし 33 18 7 4 2 27 5 96 

合計 38 21 7 7 8 36 6 123 

  ※複数業種の企業の場合は、主たる業種にてカウント。  

別紙 

◆ヒアリング結果〔主な評価点・課題点〕 

【A エリア】   

ホテル・レジ

ャー 

【評価点】・天橋立から近く観光立地としては魅力的である。 

・宿泊施設を開発するには好立地。 

・新規開発の想定地として以前から検討をしていたエリア。 

【課題点】・市内の既存宿泊施設の稼働率はそれほど高くない印象。 

・建築費が高騰する中、既存建物の杭などを考えると、かなりの建築コス

ト増となってしまい、設計上の制約も多くなると思われる。 

・観光要素が強く、ビジネス客の利用が見込み辛い印象。 

・周辺エリアの観光地としての賑わい不足を懸念。エリア内に観光客の留

まる要素が少なく、賑わいが少ないとの印象。 

・C・D エリアを始め、エリア一帯がどう賑わっていくか、それ次第で判断

をしたいとの意見が複数ある。 

不動産・建築 

【評価点】・景観良好で立地としては魅力的であるとの評価。 

【課題点】・海に面しているため、住宅地としては塩害や津波、液状化などのリスクを

懸念。 

・中途半端な規模だと失敗するケースが多いため、ある程度の規模で集客

を図ることが必要。 

・周辺に賑わいができてからでないと投資判断が難しい。 

・他の自治体などと比較をすると地代が高い。 

・建築コストを考えると、事業として成立させるのが難しいとの判断。 

福祉施設 
【課題点】・リゾート立地ではあるが、投資リスクが高く優先度の低いエリア。 

・建物オーナーがいれば興味のある立地。 

アウトドア・

レジャー 

【評価点】・キャンプ用地として立地や周辺環境はよい印象。 

【課題点】・面積が狭く検討基準を満たしていない。 

 【Bエリア】 

施設運営管理 

【課題点】・既存施設への民間投資リスク等の懸念。 

・適切な指定管理費用であれば検討可能だが、現在の状況で収益を更に向

上させるのは困難。 

 【C･Dエリア】 

施設運営管理 

【評価点】・道の駅は増床など拡張の余地があると思われる。 

・他の道の駅と比較しても非常にポテンシャルが高く、施設を拡張するこ

とで、客数、売上高ともに大幅増を目指せる。延べ床面積 1,500㎡程度、

最低でも 1,000 ㎡を希望。 

・施設の拡張は、公費負担で建築し民間が設計段階から関与できる指定管

理、もしくは DBO 方式なら非常に興味あり。売上の一部を市に還元する

スキームが可能。 

・公園部分も道の駅とセットであれば興味がある。 

・B～Dエリア、更にミップル内の図書館などの機能も併せ指定管理するこ

とも可能。 

・道の駅やその周辺エリアも含めた賑わい創出には非常に賛同できる。 

【課題点】・立地が良い割に規模が小さく、「道の駅」と認識されにくい印象。 

・公園部分には、既存の多目的グランドなど制限のあるエリアも多く、公

園単体で収益を上げるのは難しい。 

飲  食 

【評価点】・大型駐車場部分は、天橋立から近く道路通行量も多いため立地としては魅

力的ある。 

・FCの受け手となる企業がいれば可能性あり。 

【課題点】・足元人口が少なく、ターゲットとする層も少ない点が気になるところ。 

・周辺開発が行われ、来街者が増加したタイミングで検討したい。 

・出店戦略上のエリアから外れてしまっている状況。 

・建築費や人件費、原材料費などの高騰で、新規出店が検討し辛くなって

きている。 

 



Ａエリアでの事業化の可能性（民間の意向）

観光集客施設や移住定住に資する施設の誘致を想定して
ヒアリングを実施したが、現状のままでは「新規出店は
難しい」「判断ができない」等の意見が多く得られた。
立地は評価しつつも、周辺の賑わい不足や地代が割高で
あること、昨今の建築費の高騰等を原因とする意見が多
く、課題が明確となった。一方で、周辺が賑わってくれ
ば検討したいとの意見が複数あった。

⇒現時点では、民間資金等を活用した事業化の可
能性は低いが、エリア全体が賑わってくれば可能
性はある。

Ａエリアの活性化(民間資金等を活用した
事業化にあたって)の方向性

Ｃ・Ｄエリアの活性化と並行して、引き続き企業
誘致を進めるため、公募条件等の検討を進めると
ともに、海が見える好立地の全容がわかるように
既存建物の解体及び整地を行うことも併せて検討
する。

Ｃ・Ｄエリアでの事業化の可能性（民間の意向）

道の駅の活性化や拡張など、島崎公園と連携した事業運
営を想定してヒアリングを実施した結果、施設を拡張す
ることで、客数や売上高ともに大幅増を目指せるとの意
見があり、他の道の駅との比較でもその実現性が高いこ
とが分かった。
道の駅の運営に４社が興味を示しており、その中には全
国で多数の道の駅を運営する事業者もあり、そうした事
業者が当該道の駅の運営に携わりたいとの意向を示した
ことは大きな収穫である。ただし、施設の拡張に当たっ
ては、公費負担で設計・施工し、民間が施設運営を行う、
指定管理、もしくはDBO方式なら非常に興味があり、売上
の一部を市に還元するスキームが可能との意見であった。
また、道の駅内の大型駐車場部分は、国道沿いで立地条
件が良いことから、飲食店の誘致を想定してヒアリング
を実施したが、現状のままでは「新規出店は難しい」
「判断ができない」等の意見が多く得られた。一方で、
立地は魅力的で、周辺が賑わってくれば検討したいとの
意見が複数あった。

⇒公設民営による道の駅の拡充であれば事業化の
可能性は高い。

Ｃ・Ｄエリア活性化(民間資金等を活用した
事業化にあたって)の方向性

まずは、Ｃ・Ｄエリアでの道の駅の拡張に優先し
て着手し、エリア全体の賑わいを創出する起爆剤
とする。
事業化に向けては、公設民営のDBO方式等による
施設の拡張を検討する。

Ｂエリアでの事業化の可能性（民間の意向）

既存施設への民間投資リスク等から、民間収益施設
の誘致は困難であることが明確となった。

⇒民間資金等による事業化の可能性は低い。

Ｂエリアの活性化(民間資金等を活用した
事業化にあたって)の方向性

民間資金等による事業化の可能性は低いため、
今後は、公共施設としての利活用を検討する。

道の駅と公園が一体
となった「交流拡大」
ゾーンとして

【Ｃ－２・Ｄエリア】

市民の憩いの場
「文化・スポーツ
振興」ゾーンとして

【Ｂ・Ｃ－１エリア】

海が見える立地を
活かす「民間誘致」
ゾーンとして

【Ａエリア】

令和２年度から５年度にかけての「民間意向に基づく事業化の可能性調査」を実施し、延べ約200社の民間意向を把握してきました。
今後、市が事業化の判断を行うにあたり、市民意向も把握した上で「エリア活性化(民間資金等を活用した事業化などに係る)方針」を固めていきますが、

「民間意向に基づく事業化の可能性調査」により「民間意向を踏まえたエリア活性化(民間資金等を活用した事業化にあたって)の方向性」は見えてきてい
るところであり、「これを基本線に方針を固めて、各エリアにおける事業化等を検討していきたい」と考えております。

【２：島崎・浜町ウォーターフロントエリアにおける「民間意向に基づく事業化の可能性調査」の結果
と「エリア活性化(民間資金等を活用した事業化などに係る)方針を固めていくにあたっての基本線」】
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Ａエリアでの事業化の可能性（民間の意向）

観光集客施設や移住定住に資する施設の誘致を想定して
ヒアリングを実施したが、現状のままでは「新規出店は
難しい」「判断ができない」等の意見が多く得られた。
立地は評価しつつも、周辺の賑わい不足や地代が割高で
あること、昨今の建築費の高騰等を原因とする意見が多
く、課題が明確となった。一方で、周辺が賑わってくれ
ば検討したいとの意見が複数あった。

⇒現時点では、民間資金等を活用した事業化の可
能性は低いが、エリア全体が賑わってくれば可能
性はある。

Ａエリアの活性化(民間資金等を活用した
事業化にあたって)の方向性

Ｃ・Ｄエリアの活性化と並行して、引き続き企業
誘致を進めるため、公募条件等の検討を進めると
ともに、海が見える好立地の全容がわかるように
既存建物の解体及び整地を行うことも併せて検討
する。

海が見える立地を
活かす「民間誘致」
ゾーンとして

【Ａエリア】

【３－１：「エリア活性化(民間資金等を活用した事業化などに係る)方針を固めていくにあたっての基本線」Ａエリア】

＜Ａエリア：旧公共施設の休廃止に伴う未利用公的財産＞

【A-1エリア】
・概測地積 約3,800㎡
・既存建物 ①宮津会館（休館中）

RC造3階建 延床面積： 2,534㎡
②旧ふれあい交流館（閉館後一時使用中）

木造平屋建 延床面積： 191㎡
【A-2エリア】
・概測地積 約1,450㎡
・既存建物 ③旧図書館（閉館）

RC造2階建 延床面積： 534㎡
④旧労働会館（閉館）

RC造2階建（一部3階）延床面積： 560㎡

①宮津会館（休館中）

③旧図書館（閉館、空き屋）

④旧労働会館（閉館、空き屋）

②旧ふれあい交流館（閉館、一時使用中）

【宮津市公共施設再編方針書(R2.9策定)】
＜遊休施設及び再編に伴い不要となる施設の譲渡等＞
◆遊休施設及び再編に伴い不要となる施設は、まずは現状有姿の
ままでの有償譲渡等を進める。

◆現状有姿での有償譲渡等が馴染まない施設は、当面休止とし、
緊急性が高いものから計画的に除却する。
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Ｂエリアでの事業化の可能性（民間の意向）

既存施設への民間投資リスク等から、民間収益施設
の誘致は困難であることが明確となった。

⇒民間資金等による事業化の可能性は低い。

Ｂエリアの活性化(民間資金等を活用した
事業化にあたって)の方向性

民間資金等による事業化の可能性は低いため、
今後は、公共施設としての利活用を検討する。

市民の憩いの場
「文化・スポーツ
振興」ゾーンとして

【Ｂ・Ｃ－１エリア】

7
【３－２：「エリア活性化(民間資金等を活用した事業化などに係る)方針を固めていくにあたっての基本線」Ｂ・Ｃー１エリア】

＜Ｂ・Ｃ－１エリア：みやづ歴史の館(文化ホール、中央公民館及び歴史資料館の複合施設)・島崎公園(グラウンドなど) ＞

【⑤みやつ歴史の館】
［建築年］ 2000年建築
［構 造］ SRC造
［階 数］ 地上6階
［建築面積］ 1157.6㎡
［延床面積］ 4044.3㎡
［各階面積］ F1：815.9㎡、F2：955.4㎡、M3：166.0㎡、F3：730.8㎡

F4：727.2㎡、F5：575.9㎡、P1:73.1㎡
［館内施設］ ・文化ホール286席（供用中・指定管理）

・中央公民館（大会議室110席、小会議室30席、和室20畳、
談話室12席、体験学習室）

（供用中・指定管理）
・歴史資料館（休館中）

【宮津市公共施設再編方針書(R2.9策定)】
＜施設の適正管理（老朽化施設・旧耐震基準建物の再編並びに更新・大規模修繕）＞
・継続使用する施設は、適正な維持管理及び計画的な改修等を行い、利便性の向上に努める。
※みやづ歴史の館(文化ホール)：「民間活用が不調となった場合、宮津会館の機能代替と
して継続使用することとし、音響設備の見直しを検討する。」

【宮津市公共施設個別施設計画(R3.6策定)】
※みやづ歴史の館は「優先する長寿命化対策施設」
（令和12年度末までに中規模改修、概算事業費：667百万円）

【公の施設に係る指定管理者制度の状況】
・みやづ歴史の館は指定管理者制度導入施設（実践活動施設の４施設を一括管理の形で）
※指定期間については「方針等が決まるまでに柔軟な対応ができるように１年刻み」に

【文化ホールの利用実績】
R元 (2019)年度 80件 10,992人
R 2  (2020)年度 57件 4,286人
R 3 (2021)年度 96件 7,227人
R 4  (2022)年度 121件 10,383人
R 5  (2023)年度 97件 10,729人

【中央公民館の利用実績】
R元 (2019)年度 2,150件 27,557人
R 2  (2020)年度 1,208件 10,804人
R 3  (2021)年度 1,278件 11,712人
R 4  (2022)年度 1,527件 15,024人
R 5  (2023)年度 1,654件 17,107人



Ｃ・Ｄエリアでの事業化の可能性（民間の意向）

道の駅の活性化や拡張など、島崎公園と連携した事業運
営を想定してヒアリングを実施した結果、施設を拡張す
ることで、客数や売上高ともに大幅増を目指せるとの意
見があり、他の道の駅との比較でもその実現性が高いこ
とが分かった。
道の駅の運営に４社が興味を示しており、その中には全
国で多数の道の駅を運営する事業者もあり、そうした事
業者が当該道の駅の運営に携わりたいとの意向を示した
ことは大きな収穫である。ただし、施設の拡張に当たっ
ては、公費負担で設計・施工し、民間が施設運営を行う、
指定管理、もしくはDBO方式なら非常に興味があり、売上
の一部を市に還元するスキームが可能との意見であった。
また、道の駅内の大型駐車場部分は、国道沿いで立地条
件が良いことから、飲食店の誘致を想定してヒアリング
を実施したが、現状のままでは「新規出店は難しい」
「判断ができない」等の意見が多く得られた。一方で、
立地は魅力的で、周辺が賑わってくれば検討したいとの
意見が複数あった。

⇒公設民営による道の駅の拡充であれば事業化の
可能性は高い。

Ｃ・Ｄエリア活性化(民間資金等を活用した
事業化にあたって)の方向性

まずは、Ｃ・Ｄエリアでの道の駅の拡張に優先し
て着手し、エリア全体の賑わいを創出する起爆剤
とする。
事業化に向けては、公設民営のDBO方式等による
施設の拡張を検討する。

道の駅と公園が一体
となった「交流拡大」
ゾーンとして

【Ｃ－２・Ｄエリア】
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【３－３：「エリア活性化(民間資金等を活用した事業化などに係る)方針を固めていくにあたっての基本線」Ｃー２・Ｄエリア】

＜Ｃ－２・Ｄエリア：島崎公園・まちなか地域振興拠点施設(道の駅「海の京都宮津」及び立体駐車場の複合施設)＞

【まちなか地域振興拠点施設】（供用中・指定管理・直営）
・敷地面積 8,574㎡
・既存建物 ⑩観光案内所 木造平屋建 194㎡

⑪飲食物等販売所（おさかなキッチンみやづ）LGS造平屋建 197㎡
⑫農産物等直売所（宮津まごころ市）S造平屋建 195㎡
⑬屋外駐車場（普通車61台、大型車7台） ※⑩～⑬が道の駅施設
⑭立体駐車場（約400台） S造5階建 9,479㎡

⑭立体駐車場

⑩観光案内所

⑪おさかなキッチンみやづ

⑫宮津まごころ市

【宮津市公共施設再編方針書(R2.9策定)】
＜施設の適正管理（老朽化施設・旧耐震基準

建物の再編並びに更新・大規模修繕）＞
◆民間活力の導入が期待できる施設は、PPP/PFI
による民間資金導入を目指す。
※PPP/PFI手法の導入は、財務・金融、法律、
建築等の技術など、様々な分野にわたる専
門的な知識やノウハウが必要なため、専門
的な知識や経験をもつ外部コンサルタント
等の活用が有効であると言われている。
また、２年程度の期間を要するもの。

【公の施設に係る指定管理者制度の状況】
◆まちなか地域振興拠点施設は指定管理者制度
導入施設。
※指定期間については「運営にあたり設備
投資等を必要とすることから(標準３年を)
５年」に

【道の駅海の京都宮津 年間来場客数］
R元 (2019)年度 171,162人
R 2  (2020)年度 140,192人
R 3  (2021)年度 135,234人
R 4  (2022)年度 150,548人
R 5  (2023)年度 139,538人

赤枠内が道の駅範囲



9浜町エリア(Ｄエリア)への庁舎集約化の動きについて
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＜公民が連携して公共サービスの提供を行うスキーム
＝PPP（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）
※PFI（公共施設等の設計、建設、維持管理・運営
に民間の資金とﾉｳﾊｳを活用するもの）はPPPの
代表的な手法の一つ ＞

民間資金等活用手法について

【「少ないコストでより良い行政サービスを目指す」PFIの特徴】

①財政負担の軽減 ②官民の適切な役割分担・リスク分担

③財政負担の平準化 ④自治体職員などの人手不足への対応

⑤行政財産の貸付け ⑥良質な公共サービスの提供

⑦民間企業のビジネスチャンス拡大

（以下の資料も含めて出所：株式会社民間資金等活用事業推進機構）


